
 

((主主業業経経営営体体、、法法⼈⼈経経営営体体のの経経営営すするる耕耕地地⾯⾯積積のの割割合合のの合合計計はは増増加加傾傾向向))  
経営耕地⾯積に占める割合を農業経営体の経営形態別に⾒ると、主業経営体と法⼈経営

体の合計は増加傾向で推移し、令和2(2020)年で63％を占めています。特に法⼈経営体の
割合は平成17(2005)年に⽐べて14ポイント増加しました。 

その⼀⽅で、準主業経営体の割合が減少していますが、これは、5年間経過する中で、
65歳未満の農業従事者が不在となり、副業的経営体になったこと等によるものと考えられ
ます。 

令和2(2020)年の割合を地⽬別に⾒ると、畑では主業経営体と法⼈経営体の割合が⼤き
く、合計で81%を占めています。⼀⽅、⽥や樹園地においては副業的経営体の割合が約4
割を占めています。 

また、地域別に⾒ると、北海道においては主業経営体と法⼈経営体の割合が合計で90%
を占める⼀⽅で、⽥・樹園地が多く、中⼭間地域の割合も⾼い中国地域、四国地域では副
業的経営体の割合がおよそ半分の⾯積を占めています(図図表表  特特--66)。 
 

 
 
 
 

  

図表 特-6 経営形態別経営耕地⾯積の割合 

資料：農林⽔産省「農林業センサス」を基に作成 
 注：1) 各年2⽉1⽇時点の数値 

2) 平成17(2005)年、平成22(2010)年、平成27(2015)年の主副業別の内訳の数値は、販売農家の主副業別の⾯積の割合を個⼈経営体
の⾯積に当てはめて作成した推計値 
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((22))  農農業業経経営営体体  
((令令和和22((22002200))年年のの農農業業経経営営体体数数はは110088万万経経営営体体でで、、9966%%がが個個⼈⼈経経営営体体))  

農業経営体1全体の数は減少傾向にあり、
令和2(2020)年は107万6千経営体と15年前
の平成17(2005)年の200万9千経営体と⽐
べて46%減少しました。 

農業経営体のうち96%を占める個⼈経
営体が減少傾向の⼀⽅、4％を占める団体
経営体は微増傾向で推移しています(図図表表  
特特--55)。 

個⼈経営体の数は、主業経営体2、準主業
経営体3、副業的経営体4の全ての分類で減
少しており、特に、準主業経営体の減少割
合が⼤きくなっています。 

 
 

 
1 ⽤語の解説1、2(1)を参照 
2 ⽤語の解説1、2(1)を参照 
3 ⽤語の解説2(1)を参照 
4 ⽤語の解説2(1)を参照 

 
福井県若狭

わ か さ
町

ちょう
の有限会社かみなか農楽舎

のうがくしゃ
は、地域の農業者の減少・⾼齢化や

荒廃農地の増加等の課題に対して、集落住⺠と⾏政と株式会社類
るい

設計室
せっけいしつ

が出資し
て平成13(2001)年に設⽴された農業法⼈で、借り⼊れた⽔⽥45haでの⽔稲等の⽣
産・販売に加えて、農業体験の受⼊れを事業として実施しています。 

かみなか農楽舎では、「都市からの若者の就農・定住を促進し集落を活性化す
る」との⽬的で、年間3⼈程度の新規就農を希望する都市の若者に対して2年間の
農業栽培技術・農村⽣活の研修を⾏っています。農村⽣活の研修では農村の⼀員
として地域の活動に参加することもカリキュラムに組み込まれており、こうした
活動等を通じて、受け⼊れる地域住⺠等との信頼関係の向上が図られています。 
 研修後は、後継者等不在の認定農業者*等からの経営継承により
⾃⽴して新規就農者になる研修⽣、地元の担い⼿農家と共同経営で
法⼈を設⽴する研修⽣、かみなか農楽舎に就職する研修⽣等がお
り、農業法⼈が研修⽣に対して多様な就農のゴールを提⽰すること
が可能となっています。 

令和3(2021)年度までに49⼈の若者の⻑期研修⽣が卒業してお
り、そのうち26⼈が若狭町内での就農・定住やかみなか農楽舎へ
の就職により地域農業を⽀えるとともに、それ以外の研修⽣も県外
での就農や⻘年海外協⼒隊員として農業指導を⾏うなど、研修⽣は
各⽅⾯で活躍しています。 

 
＊ ⽤語の解説3(1)を参照 

農農業業技技術術のの指指導導をを受受けけるる研研修修⽣⽣
資料：有限会社かみなか農楽舎 

((事事例例))  農農業業法法⼈⼈でで研研修修をを受受けけたた新新規規就就農農希希望望者者がが町町内内外外でで活活躍躍((福福井井県県))  

資料：農林⽔産省「農林業センサス」 
 注：1) 各年2⽉1⽇時点の数値 

2) 主業経営体…65歳未満の世帯員(年60⽇以上⾃営農業に従事)
がいる農業所得が主の個⼈経営体 

準主業経営体…65歳未満の世帯員(同上)がいる農外所得が主
の個⼈経営体 

副業的経営体…65歳未満の世帯員(同上)がいない個⼈経営体 
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((主主業業経経営営体体、、法法⼈⼈経経営営体体のの経経営営すするる耕耕地地⾯⾯積積のの割割合合のの合合計計はは増増加加傾傾向向))  
経営耕地⾯積に占める割合を農業経営体の経営形態別に⾒ると、主業経営体と法⼈経営

体の合計は増加傾向で推移し、令和2(2020)年で63％を占めています。特に法⼈経営体の
割合は平成17(2005)年に⽐べて14ポイント増加しました。 

その⼀⽅で、準主業経営体の割合が減少していますが、これは、5年間経過する中で、
65歳未満の農業従事者が不在となり、副業的経営体になったこと等によるものと考えられ
ます。 

令和2(2020)年の割合を地⽬別に⾒ると、畑では主業経営体と法⼈経営体の割合が⼤き
く、合計で81%を占めています。⼀⽅、⽥や樹園地においては副業的経営体の割合が約4
割を占めています。 

また、地域別に⾒ると、北海道においては主業経営体と法⼈経営体の割合が合計で90%
を占める⼀⽅で、⽥・樹園地が多く、中⼭間地域の割合も⾼い中国地域、四国地域では副
業的経営体の割合がおよそ半分の⾯積を占めています(図図表表  特特--66)。 
 

 
 
 
 

  

図表 特-6 経営形態別経営耕地⾯積の割合 

資料：農林⽔産省「農林業センサス」を基に作成 
 注：1) 各年2⽉1⽇時点の数値 

2) 平成17(2005)年、平成22(2010)年、平成27(2015)年の主副業別の内訳の数値は、販売農家の主副業別の⾯積の割合を個⼈経営体
の⾯積に当てはめて作成した推計値 
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((22))  農農業業経経営営体体  
((令令和和22((22002200))年年のの農農業業経経営営体体数数はは110088万万経経営営体体でで、、9966%%がが個個⼈⼈経経営営体体))  

農業経営体1全体の数は減少傾向にあり、
令和2(2020)年は107万6千経営体と15年前
の平成17(2005)年の200万9千経営体と⽐
べて46%減少しました。 

農業経営体のうち96%を占める個⼈経
営体が減少傾向の⼀⽅、4％を占める団体
経営体は微増傾向で推移しています(図図表表  
特特--55)。 

個⼈経営体の数は、主業経営体2、準主業
経営体3、副業的経営体4の全ての分類で減
少しており、特に、準主業経営体の減少割
合が⼤きくなっています。 

 
 

 
1 ⽤語の解説1、2(1)を参照 
2 ⽤語の解説1、2(1)を参照 
3 ⽤語の解説2(1)を参照 
4 ⽤語の解説2(1)を参照 
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荒廃農地の増加等の課題に対して、集落住⺠と⾏政と株式会社類
るい
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せっけいしつ

が出資し
て平成13(2001)年に設⽴された農業法⼈で、借り⼊れた⽔⽥45haでの⽔稲等の⽣
産・販売に加えて、農業体験の受⼊れを事業として実施しています。 

かみなか農楽舎では、「都市からの若者の就農・定住を促進し集落を活性化す
る」との⽬的で、年間3⼈程度の新規就農を希望する都市の若者に対して2年間の
農業栽培技術・農村⽣活の研修を⾏っています。農村⽣活の研修では農村の⼀員
として地域の活動に参加することもカリキュラムに組み込まれており、こうした
活動等を通じて、受け⼊れる地域住⺠等との信頼関係の向上が図られています。 
 研修後は、後継者等不在の認定農業者*等からの経営継承により
⾃⽴して新規就農者になる研修⽣、地元の担い⼿農家と共同経営で
法⼈を設⽴する研修⽣、かみなか農楽舎に就職する研修⽣等がお
り、農業法⼈が研修⽣に対して多様な就農のゴールを提⽰すること
が可能となっています。 

令和3(2021)年度までに49⼈の若者の⻑期研修⽣が卒業してお
り、そのうち26⼈が若狭町内での就農・定住やかみなか農楽舎へ
の就職により地域農業を⽀えるとともに、それ以外の研修⽣も県外
での就農や⻘年海外協⼒隊員として農業指導を⾏うなど、研修⽣は
各⽅⾯で活躍しています。 

 
＊ ⽤語の解説3(1)を参照 

農農業業技技術術のの指指導導をを受受けけるる研研修修⽣⽣
資料：有限会社かみなか農楽舎 

((事事例例))  農農業業法法⼈⼈でで研研修修をを受受けけたた新新規規就就農農希希望望者者がが町町内内外外でで活活躍躍((福福井井県県))  

資料：農林⽔産省「農林業センサス」 
 注：1) 各年2⽉1⽇時点の数値 

2) 主業経営体…65歳未満の世帯員(年60⽇以上⾃営農業に従事)
がいる農業所得が主の個⼈経営体 

準主業経営体…65歳未満の世帯員(同上)がいる農外所得が主
の個⼈経営体 

副業的経営体…65歳未満の世帯員(同上)がいない個⼈経営体 
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((耕耕種種部部⾨⾨でではは、、特特にに稲稲、、⻨⻨類類、、⾖⾖類類でで団団体体経経営営体体のの割割合合がが増増加加傾傾向向))  
耕種部⾨において、品⽬別の作付(栽培)⾯

積に占める団体経営体の割合を⾒ると、全体
的に増加傾向にあります。特に⻨類、⾖類は、
令和2(2020)年に団体経営体が約4割と⼤き
くなっています。 

稲、⻨類、⾖類においては、平成17(2005)
年から平成22(2010)年にかけて団体経営体
の割合が⼤幅に増加するとともに、その後、
平成22(2010)年以降も着実に増加していま
す(図図表表  特特--1100)。内訳を⾒ると、法⼈以外の
団体の割合が減少する⼀⽅で、法⼈経営体の
割合が増加しており、同年以降においては、
稲・⻨類・⾖類等を作付けする集落営農組織
の法⼈化が進んだものと考えられます。 

 
 
 

 

((事事例例))  集集落落営営農農組組織織かからら法法⼈⼈がが設設⽴⽴((佐佐賀賀県県))  
 
佐賀県南⻄部の嬉野市

う れ し の し
塩⽥東部
し お た と う ぶ

地区は、塩⽥川
し お た が わ

と⿅島川
か し ま が わ

に囲まれた⽔⽥農業が
⾏われている地域です。農業者の減少と⾼齢化への危機感から、平成16(2004)
年度から始まった基盤整備をきっかけに、集落営農組合を⽴ち上げて農地の集積
*を推進してきました。平成19(2007)年度には塩⽥町内の12組合が構成員となっ
て営農組合連絡協議会を設⽴し、相互の情報共有を図ってきました。 

情報共有の中で今後は更なる担い⼿不⾜が懸念されること
から、集落営農組織の経営基盤を強化するため、法⼈化に向け
た集落内での話合いや関係機関との協議を重ねてきました。そ
の結果、平成27(2015)年3⽉に地区内で初めての農事組合法⼈
「アグリ三新

さんしん
」が設⽴され、その後四つの法⼈が設⽴され、現

在では五つの法⼈が経営を⾏っています。これらの法⼈では農
地中間管理機構から農地を借り受けるなどして、農地の集約化
を進めた結果、地区全体の8割以上の農地が法⼈を中⼼とする
担い⼿によって耕作されています。 

法⼈化の取組と併せて、平成24(2012)年度から暗渠
あんきょ

排⽔の
整備による汎⽤化や畦畔

けいはん
除去による⼤区画化等の基盤整備も

進めた結果、⼤型機械の導⼊等による農作業効率の向上や⾼収
益作物の導⼊が進められました。 

「アグリ三新」では、更なる効率化に向けてスマート農機の
実証実験が⾏われるとともに、酒造⽶や加⼯⽤キャベツ等の⾼
収益作物の作付け等により、同法⼈で働く農業者の所得の向上
にもつながっています。同地区では、今後もこのような取組を
継続することにより、担い⼿の経営をより⼀層安定させていき
たいと考えています。 

地地域域とと55法法⼈⼈のの位位置置関関係係  

汎汎⽤⽤⽥⽥ににおおけけるるキキャャベベツツのの契契約約栽栽培培  ＊ ⽤語の解説3(1)を参照 

図表 特-10 作付(栽培)⾯積に占める団体経営 
体の割合(耕種部⾨) 

資料：農林⽔産省「農林業センサス」を基に作成   
 注：各年2⽉1⽇時点の数値 
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経営耕地⾯積に占める、⾃営農業に60
⽇以上従事している65歳未満の世帯員
がいない副業的経営体の割合を都道府県
別に⾒ると、近畿、中国、四国で50%を
超える府県もあり、本州の都府県、特に
⻄⽇本において、副業的経営体が経営す
る耕地⾯積の割合が⼤きくなっています
(図図表表  特特--77)。多くの地域において65歳以
上の農業従事者が地域の農業を維持する
上で⼤きな役割を果たしていることがう
かがえます。 

 
 
 
 
 
 
 

((団団体体経経営営体体でではは、、法法⼈⼈経経営営体体がが稲稲作作部部⾨⾨をを始始めめととししてて増増加加傾傾向向))  
団体経営体では、法⼈経営体の数が増加傾向にあり、令和2(2020)年は3万1千経営体と

平成17(2005)年の1万9千経営体に⽐べて60%増加しました(図図表表  特特--88)。農業経営を法⼈
化することで、経営管理の⾼度化、安定的な雇⽤の確保等の点でメリットがあるためと考
えられます。 

法⼈経営体数を販売⾦額1位部⾨別に⾒ると、ほぼ全ての部⾨で増加傾向にありますが、
特に稲作部⾨においては、令和2(2020)年の法⼈経営体数が9千経営体となり、平成
17(2005)年の2千経営体の4.7倍と⼤きく増加しています(図図表表  特特--99)。 

 

図表 特-7 副業的経営体の経営耕地⾯積の割合 

資料：農林⽔産省「2020年農林業センサス」を基に作成 
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資料：農林⽔産省「農林業センサス」を基に作成 
 注：各年2⽉1⽇時点の数値 
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((耕耕種種部部⾨⾨でではは、、特特にに稲稲、、⻨⻨類類、、⾖⾖類類でで団団体体経経営営体体のの割割合合がが増増加加傾傾向向))  
耕種部⾨において、品⽬別の作付(栽培)⾯

積に占める団体経営体の割合を⾒ると、全体
的に増加傾向にあります。特に⻨類、⾖類は、
令和2(2020)年に団体経営体が約4割と⼤き
くなっています。 

稲、⻨類、⾖類においては、平成17(2005)
年から平成22(2010)年にかけて団体経営体
の割合が⼤幅に増加するとともに、その後、
平成22(2010)年以降も着実に増加していま
す(図図表表  特特--1100)。内訳を⾒ると、法⼈以外の
団体の割合が減少する⼀⽅で、法⼈経営体の
割合が増加しており、同年以降においては、
稲・⻨類・⾖類等を作付けする集落営農組織
の法⼈化が進んだものと考えられます。 

 
 
 

 

((事事例例))  集集落落営営農農組組織織かからら法法⼈⼈がが設設⽴⽴((佐佐賀賀県県))  
 
佐賀県南⻄部の嬉野市

う れ し の し
塩⽥東部
し お た と う ぶ

地区は、塩⽥川
し お た が わ

と⿅島川
か し ま が わ

に囲まれた⽔⽥農業が
⾏われている地域です。農業者の減少と⾼齢化への危機感から、平成16(2004)
年度から始まった基盤整備をきっかけに、集落営農組合を⽴ち上げて農地の集積
*を推進してきました。平成19(2007)年度には塩⽥町内の12組合が構成員となっ
て営農組合連絡協議会を設⽴し、相互の情報共有を図ってきました。 

情報共有の中で今後は更なる担い⼿不⾜が懸念されること
から、集落営農組織の経営基盤を強化するため、法⼈化に向け
た集落内での話合いや関係機関との協議を重ねてきました。そ
の結果、平成27(2015)年3⽉に地区内で初めての農事組合法⼈
「アグリ三新

さんしん
」が設⽴され、その後四つの法⼈が設⽴され、現

在では五つの法⼈が経営を⾏っています。これらの法⼈では農
地中間管理機構から農地を借り受けるなどして、農地の集約化
を進めた結果、地区全体の8割以上の農地が法⼈を中⼼とする
担い⼿によって耕作されています。 

法⼈化の取組と併せて、平成24(2012)年度から暗渠
あんきょ

排⽔の
整備による汎⽤化や畦畔

けいはん
除去による⼤区画化等の基盤整備も

進めた結果、⼤型機械の導⼊等による農作業効率の向上や⾼収
益作物の導⼊が進められました。 

「アグリ三新」では、更なる効率化に向けてスマート農機の
実証実験が⾏われるとともに、酒造⽶や加⼯⽤キャベツ等の⾼
収益作物の作付け等により、同法⼈で働く農業者の所得の向上
にもつながっています。同地区では、今後もこのような取組を
継続することにより、担い⼿の経営をより⼀層安定させていき
たいと考えています。 

地地域域とと55法法⼈⼈のの位位置置関関係係  

汎汎⽤⽤⽥⽥ににおおけけるるキキャャベベツツのの契契約約栽栽培培  ＊ ⽤語の解説3(1)を参照 

図表 特-10 作付(栽培)⾯積に占める団体経営 
体の割合(耕種部⾨) 

資料：農林⽔産省「農林業センサス」を基に作成   
 注：各年2⽉1⽇時点の数値 
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経営耕地⾯積に占める、⾃営農業に60
⽇以上従事している65歳未満の世帯員
がいない副業的経営体の割合を都道府県
別に⾒ると、近畿、中国、四国で50%を
超える府県もあり、本州の都府県、特に
⻄⽇本において、副業的経営体が経営す
る耕地⾯積の割合が⼤きくなっています
(図図表表  特特--77)。多くの地域において65歳以
上の農業従事者が地域の農業を維持する
上で⼤きな役割を果たしていることがう
かがえます。 

 
 
 
 
 
 
 

((団団体体経経営営体体でではは、、法法⼈⼈経経営営体体がが稲稲作作部部⾨⾨をを始始めめととししてて増増加加傾傾向向))  
団体経営体では、法⼈経営体の数が増加傾向にあり、令和2(2020)年は3万1千経営体と

平成17(2005)年の1万9千経営体に⽐べて60%増加しました(図図表表  特特--88)。農業経営を法⼈
化することで、経営管理の⾼度化、安定的な雇⽤の確保等の点でメリットがあるためと考
えられます。 

法⼈経営体数を販売⾦額1位部⾨別に⾒ると、ほぼ全ての部⾨で増加傾向にありますが、
特に稲作部⾨においては、令和2(2020)年の法⼈経営体数が9千経営体となり、平成
17(2005)年の2千経営体の4.7倍と⼤きく増加しています(図図表表  特特--99)。 

 

図表 特-7 副業的経営体の経営耕地⾯積の割合 

資料：農林⽔産省「2020年農林業センサス」を基に作成 
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資料：農林⽔産省「農林業センサス」を基に作成 
 注：各年2⽉1⽇時点の数値 
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資料：農林⽔産省「農林業センサス」を基に作成 
 注：1) 法⼈経営体数には販売のない経営体を含まない。 
   2) 畜産は酪農、⾁⽤⽜、養豚、養鶏、養蚕、その他畜産の 
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((いいずずれれのの農農業業地地域域類類型型ににおおいいててもも法法⼈⼈経経営営体体数数がが増増加加))  
団体経営体数を農業地域類型1別に⾒ると、平地農業地域2、中間農業地域3等いずれの地

域においても増加傾向となっています(図図表表  特特--1122)。内訳を⾒ると、いずれの地域におい
ても法⼈経営体数は増加しており、世帯で農業を⾏う経営体4や集落営農組織等の法⼈化が
進展していることがうかがわれます。 

 

 
 

((いいずずれれのの農農業業地地域域類類型型ににおおいいててもも法法⼈⼈経経営営体体のの経経営営耕耕地地⾯⾯積積がが増増加加))  
団体経営体の経営耕地⾯積を農業地域類型別に⾒ると、いずれの地域においても増加し

ており、経営体数の増加の程度と⽐べても、増加傾向がより顕著になっています(図図表表  特特
--1133)。 

 

 
 

 
1 ⽤語の解説2(7)を参照 
2 ⽤語の解説2(7)を参照 
3 ⽤語の解説2(7)を参照 
4 2020年農林業センサスでは、世帯で農業を⾏う経営体のうち、法⼈化していない経営体は個⼈経営体に、法⼈化した経営体は団体

経営体(法⼈経営体)に分類 

図表 特-13 農業地域類型別団体経営体の経営耕地⾯積 

資料：農林⽔産省「2005年農林業センサス」(組替集計)、「2010年世界農林業センサス」(組替集計)、「2015年農林業センサス」(組替集計)、
「2020年農林業センサス」を基に作成 

 注：1) 各年2⽉1⽇時点の数値 
2) 農業地域類型区分について、平成17(2005)年は平成20(2008)年6⽉、平成22(2010)年は平成25(2013)年3⽉、平成27(2015)年及び

令和2(2020)年は平成29(2017)年12⽉改定のもの 
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2) 農業地域類型区分について、平成17(2005)年は平成20(2008)年6⽉、平成22(2010)年は平成25(2013)年3⽉、平成27(2015)年及び
令和2(2020)年は平成29(2017)年12⽉改定のもの 

図表 特-12 農業地域類型別団体経営体数 
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((畜畜産産部部⾨⾨でではは、、法法⼈⼈化化ががよよりり進進展展しし、、採採卵卵鶏鶏やや豚豚でで飼飼養養頭頭⽻⽻数数のの99割割がが法法⼈⼈経経営営体体))  
畜産部⾨において、品⽬別に飼養頭⽻数

に占める団体経営体の割合を⾒ると、耕種
部⾨に⽐べても法⼈化の進展が顕著になっ
ています。特に採卵鶏や豚においては、令
和2(2020)年の飼養頭⽻数の約9割が法⼈
経営体によるものとなっています(図図表表  特特
--1111)。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
新潟県新潟市

に い が た し
の株式会社Moimoi

も い も い
ファームは4棟の⽜舎で、130頭の乳⽤⽜(育成

⽜含む。)を飼育している農業⽣産法⼈です。社⻑の堤富⼠⼈
つ つ み ふ じ と

さんは、両親から
酪農業を継承して家族経営を⾏っていましたが、近隣の酪農経営体の廃業を契機
に経営規模を拡⼤してきました。 

元々家族に牧場経営を継承する意向がなかった堤さんは、規模拡⼤に合わせた
経営基盤を強化するとともに、将来的な経営継承の環境を整えるため、平成
25(2013)年に牧場経営を法⼈化しました。 

 法⼈化を契機に、補助⾦を活⽤して搾乳ロボットを導⼊し、作業
効率の向上により飼養頭数の増加が図られました。あわせて、若年
層の⼈材の雇⽤も進み、現在は堤さん以外に30歳代の従業員が2⼈、
パート2⼈の体制で経営を⾏っています。また、法⼈化により経営
継承の環境が整ったことから、堤さんの知り合いの酪農家(現在は
廃業)の⼦で、従業員として雇⽤している若⼿酪農家を後継の経営
者に指名することができました。 

堤さんは、「畜産経営の環境が厳しい中、後継者を確保・継承で
きる環境が整ったのは法⼈化の結果である。⼀⽅、地域の酪農経営
体が減少しており、残る酪農経営体も点在となると、酪農団体の弱
体化や⽣乳の輸送コスト増など経営に直接影響が出てくることか
ら、地域としての酪農経営体の維持が課題となっている。」として
います。 

資料：株式会社Moiｍoiファーム 

堤堤ささんんとと後後継継者者のの打打合合せせ  
資料：株式会社Moiｍoiファーム 

導導⼊⼊ししたた搾搾乳乳ロロボボッットト  

((事事例例))  酪酪農農家家族族経経営営のの法法⼈⼈化化にによよりり若若⼿⼿従従業業員員とと後後継継者者をを確確保保((新新潟潟県県))  

資料：農林⽔産省「農林業センサス」を基に作成   
 注：各年2⽉1⽇時点の数値 
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((いいずずれれのの農農業業地地域域類類型型ににおおいいててもも法法⼈⼈経経営営体体数数がが増増加加))  
団体経営体数を農業地域類型1別に⾒ると、平地農業地域2、中間農業地域3等いずれの地

域においても増加傾向となっています(図図表表  特特--1122)。内訳を⾒ると、いずれの地域におい
ても法⼈経営体数は増加しており、世帯で農業を⾏う経営体4や集落営農組織等の法⼈化が
進展していることがうかがわれます。 

 

 
 

((いいずずれれのの農農業業地地域域類類型型ににおおいいててもも法法⼈⼈経経営営体体のの経経営営耕耕地地⾯⾯積積がが増増加加))  
団体経営体の経営耕地⾯積を農業地域類型別に⾒ると、いずれの地域においても増加し

ており、経営体数の増加の程度と⽐べても、増加傾向がより顕著になっています(図図表表  特特
--1133)。 

 

 
 

 
1 ⽤語の解説2(7)を参照 
2 ⽤語の解説2(7)を参照 
3 ⽤語の解説2(7)を参照 
4 2020年農林業センサスでは、世帯で農業を⾏う経営体のうち、法⼈化していない経営体は個⼈経営体に、法⼈化した経営体は団体

経営体(法⼈経営体)に分類 

図表 特-13 農業地域類型別団体経営体の経営耕地⾯積 

資料：農林⽔産省「2005年農林業センサス」(組替集計)、「2010年世界農林業センサス」(組替集計)、「2015年農林業センサス」(組替集計)、
「2020年農林業センサス」を基に作成 

 注：1) 各年2⽉1⽇時点の数値 
2) 農業地域類型区分について、平成17(2005)年は平成20(2008)年6⽉、平成22(2010)年は平成25(2013)年3⽉、平成27(2015)年及び

令和2(2020)年は平成29(2017)年12⽉改定のもの 
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資料：農林⽔産省「農林業センサス」を基に作成 
 注：1) 各年2⽉1⽇時点の数値 

2) 農業地域類型区分について、平成17(2005)年は平成20(2008)年6⽉、平成22(2010)年は平成25(2013)年3⽉、平成27(2015)年及び
令和2(2020)年は平成29(2017)年12⽉改定のもの 

図表 特-12 農業地域類型別団体経営体数 
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((畜畜産産部部⾨⾨でではは、、法法⼈⼈化化ががよよりり進進展展しし、、採採卵卵鶏鶏やや豚豚でで飼飼養養頭頭⽻⽻数数のの99割割がが法法⼈⼈経経営営体体))  
畜産部⾨において、品⽬別に飼養頭⽻数

に占める団体経営体の割合を⾒ると、耕種
部⾨に⽐べても法⼈化の進展が顕著になっ
ています。特に採卵鶏や豚においては、令
和2(2020)年の飼養頭⽻数の約9割が法⼈
経営体によるものとなっています(図図表表  特特
--1111)。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
新潟県新潟市

に い が た し
の株式会社Moimoi

も い も い
ファームは4棟の⽜舎で、130頭の乳⽤⽜(育成

⽜含む。)を飼育している農業⽣産法⼈です。社⻑の堤富⼠⼈
つ つ み ふ じ と

さんは、両親から
酪農業を継承して家族経営を⾏っていましたが、近隣の酪農経営体の廃業を契機
に経営規模を拡⼤してきました。 

元々家族に牧場経営を継承する意向がなかった堤さんは、規模拡⼤に合わせた
経営基盤を強化するとともに、将来的な経営継承の環境を整えるため、平成
25(2013)年に牧場経営を法⼈化しました。 

 法⼈化を契機に、補助⾦を活⽤して搾乳ロボットを導⼊し、作業
効率の向上により飼養頭数の増加が図られました。あわせて、若年
層の⼈材の雇⽤も進み、現在は堤さん以外に30歳代の従業員が2⼈、
パート2⼈の体制で経営を⾏っています。また、法⼈化により経営
継承の環境が整ったことから、堤さんの知り合いの酪農家(現在は
廃業)の⼦で、従業員として雇⽤している若⼿酪農家を後継の経営
者に指名することができました。 

堤さんは、「畜産経営の環境が厳しい中、後継者を確保・継承で
きる環境が整ったのは法⼈化の結果である。⼀⽅、地域の酪農経営
体が減少しており、残る酪農経営体も点在となると、酪農団体の弱
体化や⽣乳の輸送コスト増など経営に直接影響が出てくることか
ら、地域としての酪農経営体の維持が課題となっている。」として
います。 

資料：株式会社Moiｍoiファーム 

堤堤ささんんとと後後継継者者のの打打合合せせ  
資料：株式会社Moiｍoiファーム 

導導⼊⼊ししたた搾搾乳乳ロロボボッットト  

((事事例例))  酪酪農農家家族族経経営営のの法法⼈⼈化化にによよりり若若⼿⼿従従業業員員とと後後継継者者をを確確保保((新新潟潟県県))  

資料：農林⽔産省「農林業センサス」を基に作成   
 注：各年2⽉1⽇時点の数値 
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図表 特-11 飼養頭⽻数に占める団体経営体の 
割合(畜産部⾨) 
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((44))  規規模模拡拡⼤⼤  
((11農農業業経経営営体体当当たたりりのの経経営営耕耕地地⾯⾯積積はは、、借借⼊⼊耕耕地地⾯⾯積積のの増増加加ももあありり、、拡拡⼤⼤傾傾向向))  

農業経営体の規模拡⼤の状況を⾒ると、
1農業経営体当たりの経営耕地⾯積は、借
⼊耕地⾯積の増加もあり、令和2(2020)年
で3.1haと、平成17(2005)年の1.9haから1.6
倍に拡⼤しました(図図表表  特特--1177)。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

((1155年年間間でで⻨⻨類類・・⾖⾖類類のの作作付付((栽栽培培))⾯⾯積積、、豚豚、、採採卵卵鶏鶏のの飼飼養養頭頭⽻⽻数数はは22倍倍以以上上にに拡拡⼤⼤))  
品⽬別に1農業経営体当たりの経営規模(作付(栽培)⾯積、飼養頭⽻数)を⾒ると、平成

17(2005)年から令和2(2020)年にかけての15年間では、各品⽬で拡⼤傾向にあります。特
に、作付(栽培)⾯積、飼養頭⽻数に占める法⼈経営体の割合が増加している⻨類、⾖類の
作付(栽培)⾯積、豚、採卵鶏の飼養頭⽻数は15年間で2倍以上拡⼤しました(図図表表  特特--1188)。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図表 特-18 品⽬別1農業経営体当たりの経営規模 

資料：農林⽔産省「農林業センサス」を基に作成 
注：各年2⽉1⽇時点の数値 

資料：農林⽔産省「農林業センサス」を基に作成 
 注：各年2⽉1⽇時点の数値 
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図表 特-17 1農業経営体当たりの経営耕地⾯積 
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また、経営耕地⾯積に占める団体経営
体の割合を農業地域類型別に⾒ると、い
ずれの類型も20％台となっていますが、
⼭間農業地域1が25.9%と若⼲⾼くなっ
ています(図図表表  特特--1144)。 

 
 
 
 
 
 
 
 

((33))  農農地地  
((農農地地⾯⾯積積はは減減少少傾傾向向、、令令和和33((22002211))年年はは443355万万hhaa))  

農地⾯積は減少傾向にあり、令和3(2021)年は435万haと、昭和35(1960)年の607万haと
⽐べると28％、平成17(2005)年の469万haと⽐べると7％減少しました(図図表表  特特--1155)。 

 

 
 
平成17(2005)〜令和3(2021)年の農地

⾯積の減少率を都道府県別に⾒ると、⾸
都圏や、東海、四国等⻄⽇本の都府県に
おいて⽐較的減少率が⼤きくなっていま
す(図図表表  特特--1166)。 

 
 

  

 
1 ⽤語の解説2(7)を参照 

資料：農林⽔産省「耕地及び作付⾯積統計」 

図表 特-15 農地⾯積 
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資料：農林⽔産省「2020年農林業センサス」を基に作成   
 注：農業地域類型区分は、平成29(2017)年12⽉改定のもの 

図表 特-14 農業地域類型別団体経営体の経 
営耕地⾯積の割合 
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図表 特-16 都道府県別農地⾯積の減少率 

資料：農林⽔産省「耕地及び作付⾯積統計」を基に作成 
 注：平成17(2005)年〜令和3(2021)年の減少率 
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